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特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号
）
（
抄
）

（
定
義
等
）

第
二
条

（
略
）

１
～
６

（
略
）

７

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む

。
以
下
同
じ
。
）
と
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い

う
。

（
排
出
量
等
の
把
握
及
び
届
出
）

第
五
条

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
伴
う
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
（
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等

の
製
造
、
使
用
そ
の
他
の
取
扱
い
の
過
程
に
お
い
て
変
動
す
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法
そ
の
他
の
主
務

省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
事
業
所
に
お
い
て
環
境
に
排
出
さ
れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
と
し
て
算
出
す
る
量
を
い
う
。
次
項

及
び
第
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
移
動
量
（
そ
の
事
業
活
動
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
を
当
該
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
こ
と

に
伴
い
当
該
事
業
所
の
外
に
移
動
す
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
す
る
量
を
い
う
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
種
指
定
化
学
物
質
及
び
事
業
所
ご
と
に
、
毎
年

度
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
把
握
さ
れ
る
前
年
度
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
及
び
移
動
量
に
関
し
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
主
務
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大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
次
条
第
一
項
の
請
求
に
係
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
業

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該

届
出
に
係
る
事
項
に
関
し
意
見
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
対
応
化
学
物
質
分
類
名
へ
の
変
更
）

第
六
条

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
使
用
そ
の
他
の
取

扱
い
に
関
す
る
情
報
が
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
生
産
方
法
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
有
用
な
技
術
上
の
情
報
で
あ
っ
て
公
然
と
知
ら
れ

て
い
な
い
も
の
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
名
称
に
代
え
て
、
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
属
す

る
分
類
の
う
ち
主
務
省
令
で
定
め
る
分
類
の
名
称
（
以
下
「
対
応
化
学
物
質
分
類
名
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
を
行
う
よ
う
主
務
大
臣
に
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
は
、
前
項
の
請
求
を
行
う
と
き
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
併
せ
て
、
主
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
理
由
を
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
項
の
う
ち
当
該
請
求
に
係

る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
名
称
に
代
え
て
、
対
応
化
学
物
質
分
類
名
を
も
っ
て
当

該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
以
下
「
関
係
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
）
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
請
求
を
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
の
決
定
を
し
、
当
該
請
求
を
行
っ
た
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業

者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
請
求
を
認
め
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
の
決
定
を
し
、
当
該
決
定
後
直
ち
に
、
当
該
請
求
を
行
っ
た
第
一
種
指

定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

６

前
二
項
の
決
定
は
、
第
一
項
の
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
す
る
も
の
と
す
る
。
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７

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
務
大
臣
は
、
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
期
間
を
三
十
日
以
内

に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
は
、
毎
年
度
、
当
該
年
度
の
前
年
度
以
前
の
各
年
度
に
お
い
て
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
フ

ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
対
応
化
学
物
質
分
類
名
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
主
務
大
臣
に
そ

の
旨
の
請
求
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中

「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
開
示
請
求
権
）

第
十
条

何
人
も
、
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
が
あ
っ
た
日
以
後
、
主
務
大
臣
に
対
し
、
当
該
公
表

に
係
る
集
計
結
果
に
集
計
さ
れ
て
い
る
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
で
あ
っ
て
当
該
主
務
大
臣
が
保
有
す
る
も
の
の
開
示
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

２

前
項
の
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

開
示
請
求
を
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

二

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
そ
の
他
の
開
示
請
求
に
係
る
事
業
所
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項

（
排
出
量
等
の
開
示
義
務
）

第
十
一
条

主
務
大
臣
は
、
開
示
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
開
示
請
求
を
し
た
者
に
対
し
、
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
の
う
ち
、
当
該
開
示
請

求
に
係
る
事
項
を
速
や
か
に
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
）

第
十
九
条

フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
の
開
示
を
受
け
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
費
の
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
額
の
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開
示
の
実
施
に
係
る
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
等
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
条

主
務
大
臣
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し

て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
第
六
条
第
四
項
又
は
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通

知
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の

請
求
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
の
う
ち
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
行
わ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は

当
該
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
都
道
府
県
知
事
に
、
当
該
届
出
の

う
ち
第
六
条
第
一
項
の
請
求
に
係
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
係
る
も
の
又
は
同
項
若
し
く
は
同
条
第
八
項
の
請
求
に
つ
い
て
は
主
務
大
臣

の
指
定
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
主
務
大
臣
に
、
そ
れ
ぞ
れ
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
れ
た
第
六
条
第
四
項
又
は
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
九
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
第
六
条
第
一
項
又
は
第
八
項
の
請
求
を
し
た
者
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
後
通
常
そ
の
出
力
に
要
す
る
時
間
が
経
過
し
た
時
に
当
該
請
求
を
し
た
者
に
到
達
し
た
も
の
と

推
定
す
る
。

５

主
務
大
臣
は
、
第
十
条
第
一
項
の
請
求
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
開
示
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附

則
（
抄
）

（
施
行
期
日
）
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第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
十
八
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
三
章
及
び
第
二
十
四
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
日

三

第
二
章
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
四
条
（
第
一
号
に
限
る
。
）
並
び
に
次
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
六

月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

四

第
二
十
三
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定

平
成
十
二
年
四
月
一
日
又
は
前
号
に
定
め
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日


